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  仕事と生活の調和実現の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本章は、「憲章」における「仕事と生活の調和が実現した社会の姿」の具体的な３つの社会（就労によ

る経済的自立が可能な社会、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会、多様な働き方・生き

方が選択できる社会）に沿って記載している。 
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Ⅰ 数値目標設定指標の動向

 「行動指針」において数値目標を設定している 13 項目 18指標（うち 1項目については最

新値と目標値の比較ができないため対象外とする。）について、2020年の目標数値に向け

た進捗状況を「順調に進捗」、「順調ではないものの進捗」、「進捗していない」に分けたとこ

ろ、４項目７指標については、「順調に進捗」しており、９項目 10 指標については、「順調

ではないものの進捗」が７指標、「進捗していない」が３指標となっている。 

（※「順調に進捗」のうち１指標、「順調ではないものの進捗」のうち 1指標は、最新値の更新

がなく、昨年度と同評価。） 

「行動指針」では、政策によって一定の影響を

及ぼすことのできる 13項目 18指標について、取

組が進んだ場合に達成される水準として数値目標

を設定しています。 

 以下、数値目標設定指標について、数値目標に

設定された指標の動きを概観します。その際、目

標設定時から、2020年の目標値に向けて直線的

に進捗すると仮定した場合の直近の想定値を算出

し、これを達成している項目を「順調に進捗」、

達成していないものの目標設定時より進捗してい

る項目を「順調ではないものの進捗」、目標設定

時の数値より目標までの差が拡大している項目を

「進捗していない」と整理しました(図表 3-1-

1、図表 3-1-2)。 

※（注）「憲章」・「行動指針」策定時より調査対象が変更

されている項目については、新指針策定時あるいは比較

可能な最も古い数値（遡及値があるものについては遡及

値）と直近値を比較している。 

※（注）「⑪保育等の子育てｻー ﾋ゙ ｽを提供している数（認可

保育所等（3歳未満児））」については、最新値は利用児童

数、目標値は定員数であり、比較できない。 
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（参考）2016年３月の「行動指針（数値目標）」

の改定で、最近の社会経済情勢や、「『日本再興戦

略』改訂 2015」（2015年 6月 30日閣議決定）等

との整合性を取りつつ、2020 年の目標値が一部

見直しされ、「①就業率」について、「15歳以上」

が削除、「20～34歳」、「25～44歳 女性」及び「60

～64歳」の目標値が見直しされた。テレワークに

ついては、引き続き推進するものの、「⑧在宅型

テレワーカー数」は、2015年目標終期を迎えるた

め、見直し。なお、2016年以降の具体的な数値目

標の設定については、「世界最先端 IT国家創造宣

言 工程表」に基づき 2015年度中に行うこととさ

れているテレワーク人口の実態を的確に把握す

るための手法等の検討及び新たな KPI の設定・

見直し等の検討の状況を踏まえ、今後、改めて、

評価部会において議論の上、再度設定することと

しました。また、「保育等の子育てサービスを提

供している数」については、割合を実数に設定す

るほか、保育施設の対象が広げられました。 
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【図表３-１-１ 数値目標設定指標の動向】 
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【図表３-１-２ 数値目標の達成に向けた進捗状況】 

本章Ⅱ以降は、「憲章」で示している「仕事と生

活の調和が実現した社会の姿」の具体的な３つの

社会― ①就労による経済的自立が可能な社会、

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社

会、③多様な働き方・生き方が選択できる社会 

―について、分析結果をもとに最近の動向を概観

します。 

なお、「①就業率」のうち、「20～64歳」、「20

～34歳」については、2010年６月の改定で追

加・変更された指標であるため、図表 3-1-1では

「行動指針」策定時の実績値を記載していませ

ん。 
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